
福 井 市 監 査 告 示 第 ６ 号  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及

び 第 ５ 項 の 規 定 並 び に 福 井 市 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 井 市 監 査 告 示 第 ２ ０

号 ） に よ り 監 査 を 実 施 し た の で 、 同 条 第 ９ 項 の 規 定 及 び 福 井 市 監 査 基 準

に よ り 、 そ の 結 果 に 関 す る 報 告 を 次 の と お り 公 表 す る 。  

  令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日  

 

福 井 市 監 査 委 員  谷  川  秀  男  

              福 井 市 監 査 委 員  浅  野  信  也  

福 井 市 監 査 委 員  八  田  一  以  

福 井 市 監 査 委 員  福  野  大  輔  
 

１  監 査 の 種 類  

  工 事 監 査 （ 建 築 ）  

２  監 査 の 対 象  

  Ｒ ３ 公 ２ ０ ５ 号 加 茂 河 原 ポ ン プ 場 更 新 建 築 工 事  

  工 事 主 管 課 ： 上 下 水 道 事 業 部  下 水 施 設 課  

３  監 査 の 着 眼 点  

 (1) 建 設 等 工 事 が 、 市 の 施 策 に 基 づ い て 、 経 済 的 か つ 効 率 的 に 行 わ れ

て い る か 。  

 (2) 設 計 、 施 工 等 が 関 係 法 令 に 基 づ き 、 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

 (3) 安 全 へ の 取 組 が 適 切 に 行 わ れ て い る か 。  

４  監 査 の 実 施 内 容  

 (1) 監 査 の 方 法  

   監 査 の 実 施 に 当 た っ て は 、 契 約 関 係 書 類 及 び 設 計 図 書 等 の 提 出 を

求 め 、 関 係 職 員 か ら 説 明 を 聴 取 す る と と も に 、 工 事 現 場 の 実 地 調 査

を 行 っ た 。  

な お 、 対 象 工 事 の 設 計 及 び 技 術 面 の 調 査 に つ い て は 、 公 益 社 団 法

 



人 大 阪 技 術 振 興 協 会 と 工 事 技 術 調 査 業 務 委 託 契 約 を 締 結 し 、 同 法 人

か ら 派 遣 さ れ た 技 術 士 の 協 力 を 受 け た 。  

 (2) 監 査 の 実 施 期 間  

   令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ６ 日 か ら 同 年 １ ２ 月 １ ９ 日 ま で  

（ 現 地 調 査 日 ： 令 和 ４ 年 １ １ 月 ９ 日 ）  

５  監 査 の 結 果  

  上 記 １ か ら ４ ま で に 記 載 し た と お り 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の

対 象 と な っ た 工 事 が 法 令 に 適 合 し 、 適 正 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大

の 効 果 を 挙 げ る よ う 努 め て い る こ と を 認 め た 。  

 


